
 

                         

「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会」開催要綱 

 

１．趣旨 

  全国どこでも質の高い医療を受けることができるようがん医療水準の均て 

ん化を推進するため、平成 17 年（2005 年）７月に「地域がん診療連携拠点病

院のあり方に関する検討会」を開催し、指定要件等について検討を進め、平成

18 年（2006 年）２月に「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」を策定

した。 

その後、令和４年（2022 年）８月、「がん診療提供体制のあり方に関する検

討会」からの提言を踏まえ、「がん診療連携拠点病院等の整備について」（令和

４年８月１日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」と

いう。）を策定した。 

厚生労働省健康・生活衛生局長は、局長通知に基づくがん診療連携拠点病院

等の指定に係る検討を行うため、本検討会を開催する。 

 

２．検討事項 

  局長通知に示す指定要件の充足状況の検討及びがん診療連携拠点病院等の

適切な運営を行うために必要な内容等。 

 

３．構成員等 

 （１）本検討会の構成員は、名簿に記載の構成員により構成する。 

（２）構成員の互選により座長を置き、座長は本検討会を統括する。 

（３）座長に事故があるときは座長があらかじめ指名する者が、その職務を

代理する。 

（４）必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致することがで

きる。 

 

４．構成員の任期等 

 （１）構成員の任期は２年とする。 

 （２）構成員は再任されることができる。 

 

５．検討会の運営等 

（１）本検討会は、厚生労働省健康・生活衛生局長が別紙の構成員に参集を

求めて開催する。 
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（２）本検討会の庶務は、健康・生活衛生局がん・疾病対策課において行う。 

（３）検討会は、原則公開するとともに、議事録を作成・公表する。ただ

し、特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがある場合等

はこの限りではない。また、座長が必要と認めた際には、電子メール

等の手段により構成員の意見を集約するなどの持ち回り開催を行うこ

とができる。 

（４）この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長

が健康・生活衛生局長と協議の上、定める。 

  



 

 

別紙 

「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会」構成員名簿 

 

岡 俊明  一般社団法人日本病院会 副会長 

菅間 博  一般社団法人日本医療法人協会 副会長 

黒瀨 巌 公益社団法人日本医師会常任理事 

杉元 幹史 香川大学医学部附属病院 病院長   

藤 也寸志  独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 

名誉院長 

土岐 祐一郎   国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科 

消化器外科学・教授 

成田 友代  東京都保健医療局技監 

羽田 忍     公益財団法人がん研究会がん研有明病院看護部 

副看護部長 

村本 高史    サッポロビール株式会社人事総務部 

プランニング・ディレクター 

 （五十音順・敬称略） 


